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熱中症対策を強化するため，気候変動適応法の改正が行われ，これまでの「熱

中症警戒アラート」を熱中症警戒情報として法に位置づけ，さらに一段上の「熱

中症特別警戒情報（以下「熱中症特別警戒アラート」といいます。）」が新たに

創設されました。 

 

 

「熱中症特別警戒アラート」の発表時の主な学校の対応について 

（１）暑さ指数（ＷＢＧＴ）が３１℃以上の時間帯は，体育の授業，部活動，昼

休憩等の運動を屋外・屋内を問わず中止にします。  

（２）行事等においては，適切な熱中症対策が取れていることを確認し，適切な

熱中症対策が取れない場合は中止・延期の検討をします。 

 

 

「熱中症特別警戒アラート」の発表時の周知事項について 

○広域的に過去に例のない危険な暑さ等となり，人の健康に係る重大な被害が

生じるおそれがあります。 

○自分の身を守るだけでなく，危険な暑さから自分と自分の周りの人の命を守

りましょう。 

具体的には，全ての方が自ら涼しい環境で過ごすとともに，高齢者，乳幼

児等の熱中症にかかりやすい方の周りの方は，熱中症にかかりやすい方が室

内等のエアコン等により涼しい環境で過ごせているか確認してください。 

○ 今まで普段心掛けていただいている熱中症予防行動と同様の対応では不十

分な可能性がありますので，今一度気を引き締めていただいた上で，準備や対

応が必要です。 


